
令和３年度座間市所管社会福祉法人指導監査実施計画 

 

○令和３年度指導監査の実施予定 

法人名 所在地 実施予定日 監査の類型※ 

慈湧会 座間市東原 1-10-62 R3.11.18 一般監査 

ざま泉水会 座間市座間 1-3409-2 R3.12.9 一般監査 

座間市社会福祉協議会 座間市緑ケ丘 1-2-1 R3.12.22 一般監査 

高松児童福祉会 座間市緑ケ丘 4-16-16 R4.1.21 一般監査 

※所轄庁が行う社会福祉法人への指導監査は、一般監査と特別監査に大別されます。指導監査の区分けはおおむね次表のとおりです。 

 

○指導監査区分表 

監査の類型 実施基準 

一般監査 原則３年に１回実地により実施。 

特別監査 運営等に重大な問題を有する法人及び施設等を主な対象として、随時実施。 

 


